
 

報道資料① 

令和８年（２０２６年）４月２８日 

 

職員の処分について 

 

１ 被 処 分 者  健康福祉局（本庁） 主幹（男性・５７歳） 

 

２ 処 分 内 容  停職１月 

 

３ 処 分 事 由  地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）、第２号(職

務上の義務違反又は職務怠慢)及び第３号（一般非行） 

 

４ 処分発令日  令和８年（２０２６年）４月２８日 

 

５ 事実の概要  被処分者は、以下の非違行為を行ったもの。 

① 年次有給休暇の未申請 

令和６年度から令和７年度にかけて１３件の年次有給休

暇の申請を怠り、７７時間４５分（１０日と１５分）の勤務

を欠く結果を招いた。 

② 職務専念義務違反 

令和５年度から令和７年度にかけて勤務時間中に、業務と

は関係のないサイトを閲覧する職務専念義務違反に該当す

る行為（約３３７時間）を行った。 

 

６ 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の令和７年度の上司２名を厳

重注意とした。 

 

【参考①】熊本市懲戒処分の指針 

 １ 一般服務関係 

 （１）欠勤 

   ア 正当な理由なく１０日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。 

（４）勤務態度不良 

勤務時間中に職場を離脱（喫煙のための離脱を含む。）して勤務を怠り、公務の

運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 

 

【参考②】令和８年度の処分状況（令和８年４月２８日処分を含む） 

     ２件 ２人 

 

【お問い合わせ先】 

人事課：課長  深水 俊哉（ふかみ しゅんや） 

      副課長 藤田 健 （ふじた けん） 

電 話：０９６－３２８－２１４９ 


